
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

令和８年産のイネ縞葉枯病の発生を少なくするためには、ウイルスを保毒したヒメトビウンカの越冬量を減らすことが

重要です。 

水田内の稲株や畦畔、土手等のイネ科雑草は、ヒメトビウンカの越冬場所となります。水稲収穫後にまだ耕起

していない水田がある場合には、速やかにすき込みを行い、畦畔、土手等の除草を行って、ヒメトビウンカの越冬量

を減らしましょう。 
 

茨城県農業総合センター農業研究所 イネ縞葉枯病防除マニュアル（茨城県版）より

（https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/noken/documents/r3_shimahagare_manual.pdf） 
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■ 農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用してください。 
■ 営農 News はＪＡ全農いばらきホームページでもご覧になれます。 

イネ縞葉枯病対策

農機営農支援部 営農支援課  電話：029-291-1012  FAX：029-291-1040 

 

 

水稲（ひこばえ）

のすき込み 畦畔・土手等 
の除草 

すき込みと除草を実施して

越冬量を減らしましょう‼ 

https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/noken/documents/r3_shimahagare_manual.pdf

